
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

令和４年５月２５日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字は修正部分 

通し

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P3 第２章 

第２節「受入れ分野

等」 

第１ 受入れ分野 

【関係規定】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定め

る省令 

 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業

上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第１号

に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経

験を必要とする技能及び同項の下欄第２号に規定す

る法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっ

とりそれぞれ当該分野（同項の下欄第２号に規定する

法務省令で定める熟練した技能にあっては、第６号及

び第７号に掲げるものに限る。）に係る分野別運用方

針及び運用要領（当該分野を所管する関係行政機関、

法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定

める運用要領をいう。）で定める水準を満たす技能と

する。 

一 介護分野 

二 ビルクリーニング分野 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省

令 

 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の

分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第１号に規定

する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要

とする技能及び同項の下欄第２号に規定する法務省令

で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞ

れ当該分野（同項の下欄第２号に規定する法務省令で

定める熟練した技能にあっては、第４号及び第５号に

掲げるものに限る。）に係る分野別運用方針及び運用要

領（当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、

外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をい

う。）で定める水準を満たす技能とする。 

一 介護分野 

二 ビルクリーニング分野 

三 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分



三 素形材産業分野 

四 産業機械製造業分野 

五 電気・電子情報関連産業分野 

六 建設分野 

七 造船・舶用工業分野 

八 自動車整備分野 

九 航空分野 

十 宿泊分野 

十一 農業分野 

十二 漁業分野 

十三 飲食料品製造業分野  

十四 外食業分野 

野 

四 建設分野 

五 造船・舶用工業分野 

六 自動車整備分野 

七 航空分野 

八 宿泊分野 

九 農業分野 

十 漁業分野 

十一 飲食料品製造業分野  

十二 外食業分野 

2 P4 〇２つ目 〇 特定産業分野は、出入国管理及び難民認定法

別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規

定する産業上の分野等を定める省令（平成３１

年法務省令第６号）（以下「分野省令」という。）

において、次のものが定められています。なお、

特定技能２号での受入れ対象は、建設分野及び

造船・舶用工業分野に限られています。 

 

１ 介護分野 

２ ビルクリーニング分野 

３ 素形材産業分野 

４ 産業機械製造業分野 

５ 電気・電子情報関連産業分野 

６ 建設分野 

７ 造船・舶用工業分野 

８ 自動車整備分野 

９ 航空分野 

〇 特定産業分野は、出入国管理及び難民認定法

別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定

する産業上の分野等を定める省令（平成３１年

法務省令第６号）（以下「分野省令」という。）に

おいて、次のものが定められています。なお、特

定技能２号での受入れ対象は、建設分野及び造

船・舶用工業分野に限られています。 

 

１ 介護分野 

２ ビルクリーニング分野 

３ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

分野 

４ 建設分野 

５ 造船・舶用工業分野 

６ 自動車整備分野 

７ 航空分野 

８ 宿泊分野 



１０ 宿泊分野 

１１ 農業分野 

１２ 漁業分野 

１３ 飲食料品製造業分野 

１４ 外食業分野 

９ 農業分野 

１０ 漁業分野 

１１ 飲食料品製造業分野 

１２ 外食業分野 

3 P104 第７章 

第４節「特定技能外国

人の受入れ困難時の

届出」 

○２つ目 

○ 経営上又は事業上の都合により特定技能外国人

を解雇するような場合など、特定技能外国人の受入れ

が困難となったことに起因して、特定技能雇用契約を

終了する場合は、特定技能雇用契約を終了する前に一

定の時間があることが通常であるので、そのような場

合には特定技能雇用契約に係る届出（参考様式第３－

１号）を行う前に、あらかじめ受入れ困難の届出を行

うよう努めてください。 

○ 受入れ困難の事由が発生した日から１４日以内に

受入れ困難の届出を行わなければなりません。 

4 P104 第７章 

第４節「特定技能外国

人の受入れ困難時の

届出」 

○３つ目 

（新設） ○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に 

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき 

・特定技能所属機関が基準不適合となったとき 

・法人の解散の意思決定がなされたとき 

・重責解雇（労働者の責めに帰すべき事由によるも

の）となるような事由が判明したとき 

・自己都合退職の申し出があったとき 

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき

（引き続き雇用する場合を含む） 

・特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が

困難になったとき 

・特定技能外国人が行方不明となったとき 

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき 

などがあります。 



5 P104 第７章 

第４節「特定技能外国

人の受入れ困難時の

届出」 

○４つ目 

（新設） ○ 雇用契約が終了した日から１４日以内に行わなければ

ならない届出の詳細については、第７章第１節第２を参照

してください。 

6 P105 第７章 

第４節「特定技能外国

人の受入れ困難時の

届出」 

【留意事項】 

○１つ目 

○ 「受入れが困難となった場合」とは、経営上の都

合（非自発的離職）、特定技能所属機関の基準不適

合、法人の解散、個人事業主の死亡、特定技能外国

人の死亡、病気・怪我、行方不明、重責解雇（労働

者の責めに帰すべき事由によるもの）、自己都合退

職、「特定技能」以外の在留資格へ変更した場合（引

き続き雇用する場合を含む）等をいいます。 

 

（削除） 



7 別紙４ 素形材・産業機械・電

気電子情報関連製造

業分野 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 



 

   

 

 

8 参考様式第

3－1号 

参考様式第

3－2号 

参考様式第

3－3号 

参考様式第

3－4号 

参考様式第

3－5号 

（記載要領） 

項番 1 

 

 


